
文京区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱 

 

平成２３年４月 １日２２文福障第２６４２号区長決定 

平成２４年３月３０日２３文福障第２６０３号一部改正 

平成２５年３月２９日２４文福障第２７４３号一部改正 

平成２６年３月２４日２５文福障第１１２３２号一部改正 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第５条に規定する障害福祉サー

ビスを実施するために社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般財団法人（公益財

団法人を含む。）、一般社団法人（公益財団法人を含む。）、医療法人、学校法人又は

宗教法人（以下「法人」という。）が文京区の区域内（以下「区内」という。）に設

置する指定障害福祉サービス事業所（法第３６条第１項の規定により東京都知事が

指定したサービス事業所をいう。以下「事業所」という。）の運営に要する費用の一

部を補助することにより、サービス利用者の福祉の向上を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において使用する用語の意義は、法、障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律施行令（平成１８年政令第１０号）及び障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成１８年厚生労

働省令第１９号）において使用する用語の例による。 

（補助対象事業所） 

第３条 この補助金の対象は、法人が区内に設置し、かつ、適正な運営を行っている

事業所であって、法第５条に規定する生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労

継続支援のいずれか一つ以上を行う事業所（障害者支援施設を除く。）とする。 

（補助対象経費） 

第４条 この補助金の交付対象となる経費は、前条の事業所の運営に要する経費とす

る。 

（補助金の交付額） 

第５条 補助金の交付額は、予算の範囲内とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に掲げる額を合算した額とする。 

⑴ 基本補助額 次に掲げる額に事業所の各月初日の現員（在籍者数をいう。以下

この項において同じ。）の数を乗じて得た額（現員が定員を上回るときは、定員数

を乗じて得た額）。ただし、新規開設事業所については、開設から３年（開設年度

の翌々年度まで）に一度以上、東京都の福祉サービス第三者評価を受審した場合

に、アに該当するものとして取り扱う（開設年度の翌年度までは未受審であって

もアに該当するものとする。初回の受審後は、ア及びイのとおりとする。） 

ア ３年（当該年度及び過去２年度をいう。以下この項において同じ。）に一度、

東京都の福祉サービス第三者評価を受審している場合 １７，０００円 



イ ３年に一度、東京都の福祉サービス第三者評価を受審していない場合 ８，

０００円 

⑵ メニュー選択式加算額 次に掲げる要件の３以上に該当するとき、７２，００

０円に事業所の年度初日の現員の数を乗じて得た額（現員が定員を上回るときは、

定員数を乗じて得た額） 

ア 事業所において、前年度の末日時点で障害支援区分（平成２５年度の末日時

点においては、障害程度区分と読み替える。以下同じ。）４から６までに該当し

ている利用者（当該区分が４である者については厚生労働大臣が定める基準（平

成１８年厚生労働省告示第５４３号）別表に掲げる行動関連項目の欄の区分に

応じ、その行動関連項目が見られる頻度等をそれぞれ同表の０点の欄から２点

の欄までに当てはめて算出した点数の合計が１０点以上（平成２５年度の末日

時点においては、１５点以上）であることを要し、５０歳以上の利用者につい

ては当該区分を１つ上位として扱うものとする。）又は障害支援区分にかかわら

ず、医療的ケア（障害支援区分認定の実施について（平成２６年３月３日付障

発０３０３第１号）別添４医師意見書の２．特別な医療に規定する処置内容に

掲げる項目をいう。）を要する利用者を現員数（現員が定員を上回るときは、当

該定員数）の３０％以上受け入れていること。 

イ 当該年度の初日時点でショートステイを実施していること（当該事業所が短

期入所について事業所指定を受けている場合に限る。）。 

ウ 当該年度の初日時点でグループホームのバックアップを行う事業所（原則と

して、事業所の指定において連携体制等として登録をされているものをいう。）

として指定されていること。 

エ 前年度に就労移行実績（当該事業所におけるサービスの利用を終了し、一般

就労へ移行したものをいう。）があること。 

オ 当該年度にアフターケア（当該事業所におけるサービスの利用を終了した利

用者であって、その後の自立生活への支援が必要であると施設長が認めたもの

に対する支援内容、必要性等を記載した計画書の作成及び支援をいう。）を実施

していること。 

カ ３年に一度、東京都の福祉サービス第三者評価を受審し、受審結果を踏まえ

て改善に向けた取組を実施していること。 

⑶ 障害者等雇用加算額 次のいずれかの者（特定就職困難者雇用開発助成金その

他の助成金の対象となる者を除く。）を職員配置基準以外に雇用し、その総雇用時

間が４００時間以上である事業所について、総雇用時間数に応じて別表第１に定

める額 

  ア 身体障害者手帳、東京都愛の手帳交付要綱（４２民児精発第５８号）の規定

に基づく愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 

  イ 満６０歳以上６５歳未満の者 

  ウ 母子家庭の母又は寡婦（父子家庭の父等を含む。） 

 ⑷ 福祉サービス第三者評価の受審経費補助額 当該年度に東京都の福祉サービス

第三者評価の受審のために事業所が評価機関に対して支払った額。ただし、６０



万円を上限とする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 法人は、補助金の交付を受けようとするときは、文京区障害者日中活動系

サービス推進事業補助金交付申請書（別記様式第１号。以下「申請書」という。）

に関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。 

 （補助金の交付決定） 

第７条 区長は、前条の規定により、補助金の交付申請があったときは、申請書及

び関係書類を審査し、交付の適否を決定しなければならない。 

２ 区長は、前項の規定により、補助金の交付の適否を決定したときは、文京区障害

者日中活動系サービス推進事業補助金交付決定通知書（別記様式第２号）又は文京

区障害者日中活動系サービス推進事業補助金不交付決定通知書（別記様式第３号）

により、補助金の交付を申請した法人に対して通知するものとする。 

 （補助金の交付方法） 

第８条 補助金は、交付決定額を四半期に分けて交付することとする。  

 （補助金の実績報告） 

第９条 補助金の交付決定を受けた法人は、事業の終了後速やかに文京区障害者日

中活動系サービス推進事業補助金実績報告書（別記様式第４号）により、区長に

対して事業の実績を報告しなければならない。 

 （補助金の確定） 

第１０条 区長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、その内容の審査及

び必要に応じて現地調査等を行い、補助金交付決定の内容に適合すると認めたと

きは、文京区障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付額確定通知書（別記

様式第５号）により、法人に対して通知するものとする。 

 （補助金交付決定の取消し） 

第１１条 区長は、法人が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部

又は一部を取り消す。 

⑴ 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 補助金の交付決定の内容に違反したとき。 

２ 前項の規定は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後において

も適用する。 

 （補助金の返還） 

第１２条 区長は、第１０条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合に

おいて、既にその額を超える補助金が交付されているとき又は前条の規定により

補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消したときは、法人に対して期限

を定めて補助金の返還を命じるものとする。 

 （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付については、文京区補助金

等交付規則（昭和４９年１２月文京区規則第４４号）に定めるところによるもの

とし、その他必要な事項については、福祉部長が別に定める。 



付 則  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２２年度において東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金交付要綱に

基づく補助金の交付を受けていない事業所の基本補助額の算定に係る額については、

第５条第１号ア及びイの規定にかかわらず、平成２３年度から平成２５年度までは

１７，０００円とする。 

付 則  

（施行期日） 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 

付 則  

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

付 則  

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 

 

別表第１（第５条関係） 

総雇用時間数 補助金額（事業所当たり年額） 

４００時間～７９９時間 ４３５，０００円 

８００時間～１，１９９時間 ７２６，０００円 

１，２００時間～１，５９９時間 １，０１６，０００円 

１，６００時間～１，９９９時間 １，３０６，０００円 

２，０００時間～２，３９９時間 １，５９７，０００円 

２，４００時間以上 １，８８７，０００円 

 

 


